
                                   （別 添） 
 

東通原子力発電所１・２号機新設に係る環境影響評価書について 
 
 
・ 環境影響評価準備書に対する経済産業大臣勧告は６項目、県知事意見は１５項目。 
・ これらの意見をすべて検討し、評価書に反映した。 
・ 評価書での主な対応状況は、以下のとおり。 
 
 
○重要な動植物の生息・生育地となっている湿原への影響及び樹木伐採面積を可能な限り

低減するため、工事用仮設ヤード面積の縮小、進入路計画の変更、その他施設エリア面

積の縮小等の追加検討を行い、その結果、土地造成面積を準備書の約 104 万㎡から約

22 万㎡（約 21％）縮小して約 82 万㎡とした。（経済産業大臣勧告、青森県知事意見） 
 
○ビオトープネットワークの整備については、整備計画と事後調査計画を詳細に記載した。

また、整備の実施に当たっては、専門家の指導、助言を得て、現地の状況に応じて順応

的な整備を行うこととした。        （経済産業大臣勧告、青森県知事意見） 
 
○資材等の搬出入における車両交通による二酸化窒素、騒音、振動の影響について、準備

書では予測対象時期を工事全体のピーク時としていたが、各予測地点における最大交通

量等により、予測地点毎に予測・評価を行った。        （青森県知事意見） 
 
○工事中において新たに重要な動植物が確認された場合は、専門家の意見を聴取し、現地

調査を実施した上で適切な環境保全対策を講じることとした。また、工事中及び供用後

において環境に及ぼす新たな事実が判明した場合には、速やかに関係機関に報告すると

ともに、適宜協議を行い、適切な措置を講じることとし、特に自然環境への影響が確認

された場合は、専門家の指導、助言を得て、必要な対策を講じることとした。 
（経済産業大臣勧告、青森県知事意見） 

 
○事後調査の結果に加え、環境監視の結果についても、重要な種の乱獲防止に配慮して公

表することとし、県及び関係市町村に報告するとともに、当社事業所において閲覧でき

るようにした。                       （青森県知事意見） 



土地造成面積の縮小について 
 
 
 
重要な動植物の生息・生育地となっている湿原への影響及び樹木伐採面積を可能な限り

低減するため、工事用仮設ヤード面積の縮小、進入路計画の変更、その他施設エリア面積

の縮小等の追加検討を行い、その結果、土地造成面積を準備書の約 104 万㎡から約 22 万

㎡（約 21％）縮小して約 82 万㎡とした。 
 

 



ビオトープコリドーの整備イメージ 
 

 
 

 
ビオトープネットワーク整備後の重要な種群の生息・生育状況についての事後調査計画 

 
（１）調査の内容 

ビオトープコリドー、泥炭ブロックの移植地、池と連続した低・中茎湿地において、重要

なトンボ類（カラカネイトトンボ、ミヤマアカネ等）、チョウ類（ゴマシジミ、ヒョウモン

チョウ等）、植物（ミズゴケ類、オオニガナ等）を確認することによってビオトープネット

ワークの効果を確認する。 
（２）調査方法 
   目視、一般採集等 
（３）調査範囲 
   ビオトープコリドー整備地全域 
（４）調査時期、調査期間 

春～夏季（２～４回程度／年）、整備後１０年程度までの複数年

注：ビオトープコリドーとは、生物群集の生息空間であるビオトープ間を結ぶ回廊を言います。



 
参 考 

 

発電所完成予想図 

 



発電所全体配置計画 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

注：淡水取水施設及び原水貯槽は、東北電力㈱東通原子力発電所との共有施設です。 
 



 
東通原子力発電所１・２号機環境影響評価のこれまでのスケジュール 

 
 
平成１２年８月２１日 環境影響評価方法書届出 
           青森県、東通村など関係自治体へ送付 
     ８月２２日 公告、縦覧開始（～９月２１日迄） 
  １３年２月１５日 経済産業大臣勧告受領（青森県知事意見を含む） 

４月 １日 環境現況調査開始（約１年間） 
１４年８月 ８日 環境影響評価準備書届出 

           青森県、東通村など関係自治体へ送付 
     ８月 ９日 公告、縦覧開始（～９月９日迄） 
     ８月２５日 説明会 
  １５年４月２５日 経済産業大臣勧告受領（青森県知事意見を含む） 
     ７月３０日 環境影響評価書届出 
 
 
 


